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宝 塚 市 共 同 利 用 施 設 山 本 会 館  
 

                              
山本自治会 

 
 

名  称   宝塚市立共同利用施設山本会館 

場  所   宝塚市山本東２丁目２番１号 
        あいあいパーク（宝塚園芸振興センター）の２階 
最寄り駅   阪急電鉄宝塚線山本駅から南西へ約３００㍍ 

電話番号   ０７９７－８９－５９３３ 

駐 車 場   有料駐車場あり（３時間無料のスタンプ押印サービス有り。以降３０分ご

とに２００円要） 
       ただし、満車時には利用できません。 
管理運営団体 山本自治会 

休 館 日   年末年始（１２月２９日～翌年１月３日）及び臨時休館日 

開館時間   午前１０時～午後７時 

受付時間   午前１０時～午後５時（電話による受付時間は午後１時～３時） 

利用可能室  集会室１－Ａ（５１．７７㎡）、集会室１－Ｂ（５２．８５㎡） 

（全室禁煙）     （集会室１－Ａと集会室１－Ｂは間仕切りを動かすことにより 

一体利用が可能です。） 

       集会室２（４０．７７㎡） 
          （集会室２は木造建築部分のため、激しい運動や振動を 
           伴う活動には利用できません。） 
       学習保育室（２１．８４㎡） 
          （学習保育室は下足を脱いで利用してください。） 
       調理室（３４．４０㎡） 
          （調理室はシステムキッチンや調理台を２台備えていますが、 
           厨具（具体的にはまな板・包丁類、鍋・釜類、食器類）はそれ 
           ほど多くは用意しておりません。不足分は利用者ご持参の上 
           で利用ください。なお、調理室としての利用については、申込 
           前に部屋の現状をよく確認してください。 
           なお、会議室としての利用も可能です。） 
利用申込方法  同会館内で先着順にて受付 
        受付時間（午前１０時～午後５時）内にお越しください。 
        なお、電話予約もできますが、午後１時～３時の間のみの受付とし、 
        電話受を含んで５日間以内にお越しいただき、利用申込書の提出と 
        利用料金の支払いを済ませた場合のみ有効とします。５日間をすぎた 
        場合はその予約は無効となります。 
        利用登録団体以外の団体および個人は、利用日の２か月前から７日前 
        までの間、利用申込できます。 
        当分の間、一回（一日）に申込できるのは、最大３日分までで、なおか

つ３部屋までとします。 
        また、管理運営団体が先行予約している日時や部屋もありますので、ご

了承ください。さらに、利用登録団体の申込期間が早くから開始されて
いるため、その他の団体および個人の申込時点で予約済の場合がありま
す。 

利用料金    別表のとおり 

そ の 他    管理運営規程等に従って利用してください。 

 



 

利用登録団体 

  利用登録団体とは、次の条件により、事前に登録申請書等を提出していただくこと 

 により、その他の団体・個人より有利な条件で、会館を利用できるものです。 

 

利用登録団体になることのできない場合 

   １．団体の所在地が宝塚市外の団体。 

   ２．もっぱら営利を目的とした事業を行い、又は営利事業を援助すると認め 
    られるとき。 
   ３．特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の 
    候補者を支持すると認められるとき。 
   ４．特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援すると 
    認められるとき。 
   ５．集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその 
    関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はこれらの者の利益になると 
    認められるとき。 

   ６．会館又は付属施設を破損、滅失又は著しく汚損するおそれがあると認め 
    られるとき。 
   ７．その他、会館の管理上支障があるとき。 

 

 利用登録団体の登録申請時提出物 

   １．宝塚市立共同利用施設山本会館利用登録団体登録申請書 

   ２．団体の最新の規約 

   ３．直近の年度の決算書及び予算書 

   ４．最新の構成員名簿 

 

 登録認定の連絡 

   上記の申請書等を提出後１週間以内に、登録の可否をご連絡します。 
   登録を認定した団体については、当該年度の年会費として３，０００円をお支払い 
   いただくことにより、登録手続きが完了します。 
   なお、登録後、虚偽の内容により登録申請をしていたことが判明した場合は、そ 
   の登録認定を取り消します。また、その際、既納の年会費は返還しません。 
 

 登録申請の受付 

   4 月 1 日以降登録認定が有効となる本年度分（3 月 31 日まで有効）の登録申請は、

毎年３月１日から同会館内で受け付けます。（2001.4.1 改訂） 
   午前１０時～午後５時の間にお越しください。 
   なお、受付時には登録は完了していませんので、部屋の利用申込はできません。 
   後日、登録認定の可否を連絡し、年会費をお支払いいただき、認定書をお渡しして 
   以降に先着順に受け付けいたします。 
 

 利用登録団体になる利点（2004.1.23 改定） 

   １．利用料金が、その他の団体・個人に比べて半額になります。（別表参照） 

   ２．利用申込の受付期間が、その他の団体・個人より長くなります。 

     具体的には、その他の団体・個人が利用日の２か月前から７日前までの受付 

    期間であるのに対して、利用登録団体の場合は、利用日の３か月前から３日前 

    までの受付期間とします。 
     例えば、１２月６日に利用しようとする場合、利用登録団体であれば  
    ９月７日から申込できますが、その他の団体・個人の場合は１０月７日からの申

込となります。  


